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令和７年本宮市教育委員会７月定例会会議録 

 

１ 日  時  令和７月７月１６日（木）午後１時２７分～午後１時４７分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 大会議室 

 

３ 出席委員  教   育   長      大 内 順 一 

        教育長職務代理者（１番）  谷   明 子 

委      員（２番）  渡 辺 俊 之 

委      員（３番）  古 宮 博 文 

委      員（４番）  遠 藤 傳一郎 

 

４ 出席職員  教育部長            川名 美和子 

   生涯学習部長   国分 孝寿 

        首席参事兼白沢公民館長     松野 義則 

次長兼幼保学校課長       石橋 淳 

参事兼管理主事兼指導主事    斎藤 一範 

上席参事兼まゆみ保育所長    遠藤 道子 

参事兼文化スポーツ振興課長   松本 敏男 

参事兼教育総務課長       遠藤 智顕 

しらさわ図書館長        柳沼 志津子 

        国際交流課長          小林 康洋 

指導主事         大野 武文 

（書記）教育総務課総務係長   鈴木 和英 

 

５ 傍聴人   なし 

 

６ 案  件 

議案第 ２６ 号  本宮市教育事務評価委員の委嘱について（非公開） 

議案第 ２７ 号  本宮市立図書館条例施行規則等の一部を改正する規則について 

 

報告第 ３７ 号  福島県中学校体育大会陸上競技大会の結果について 

報告第 ３８ 号  第６３回福島県吹奏楽コンクール 第４３回県北支部大会の 

結果について 

報告第 ３９ 号  未来へつなげるもとみや英国訪問団２０２５について 

報告第 ４０ 号  国際交流員（ＣＩＲ）の着任について 

報告第 ４１ 号  第１９回本宮駅伝競走大会について 

報告第 ４２ 号  第１９回市町村対抗福島県軟式野球大会について 
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７ 審議経過 

【午後１時２７分開会】 

 

◇教育長 ただいまから、教育委員会７月定例会を開会いたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎会議録署名委員の指名 

◇教育長 今回の会議録署名委員は、２番委員と４番委員にお願いをいたします。どうぞよろしくお

願いいたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第２６号 本宮市教育事務評価委員の委嘱について（非公開） 

〔非公開〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第２７号 本宮市立図書館条例施行規則等の一部を改正する規則について 

◇教育長 続いて、議案第２７号 本宮市立図書館条例施行規則等の一部を改正する規則について、

説明をお願いします。 

◇書記 〔議案第２７号を朗読〕 

◇教育長 しらさわ夢図書館長。 

◇しらさわ夢図書館長 私からは施行規則の一部改正につきまして、説明申し上げたいと思います。 

  本宮市立図書館条例施行規則第１５条（図書館資料の複写）について、３項の複写の費用につい

て、改正前は複写の費用は白黒１枚につき１０円、カラー１枚につき３０円と定めさせていたもの

を、複写の費用が白黒１枚につき１０円、カラー１枚につき５０円に改正させていただきたくお願

い申し上げます。 

  理由といたしましては、７月から市民部市民課によるマイナンバーカードを利用した証明書の発

行が可能なマルチコピー機、いわゆるキオスク端末の導入が始まりますが、このコピー機のカラー

コピー代が５０円であり、市として固定料金の統一化を図るためでございます。 

  また、県立図書館など県内公共図書館のカラーコピー代を調査いたしましたところ、５０円とす

るところが圧倒的に多く、こうした近隣の図書館との調整を図ったものでございます。 

  公共図書館において、コピーサービスは市民の知る権利を保障するための必要な情報提供の手段

として実施されているものです。図書や定期刊行物、新聞など図書館で所蔵する資料について著作

権法上、公共図書館が許諾されている範囲内で職員が申請を受けて内容を確認しながら利用を行い

提供しております。 

  今後も適切に努め、市民サービスの向上に努めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第２７号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので採決を行います。 

  議案第２７号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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◇教育長 異議ありませんので、議案第２７号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第３７号 福島県体育大会陸上競技大会の結果について 

◇教育長 次に、報告事項になります。 

  報告第３７号 福島県体育大会陸上競技大会の結果について、説明をお願いします。 

  幼保学校課指導主事。 

◇指導主事 それでは、報告第３７号について説明申し上げます。 

  第６８回福島県中学校体育大会陸上競技結果になります。 

  本宮第二中学校２年１００メートル、鈴木さん、共通走り高跳び、橋本さん、２ページになりま

すが、白沢中、１年１５００メートル、橋本さん、走高跳、鴫原さん、以上４名、個人種目４名が

東北大会進出となります。 

  なお、東北陸上競技大会につきましては、とうほう・みんなのスタジアムにおいて、８月５日火

曜日から８月７日木曜日まで実施となります。以上になります。 

◇教育長 それでは、報告第３７号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第３８号 第６３回福島県吹奏楽コンクール 第４３回県北支部大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第３８号 第６３回福島県吹奏楽コンクール 第４３回県北支部大会の結果に

ついて、説明をお願いします。 

  幼保学校課指導主事。 

◇指導主事 それでは、報告第３８号について説明申し上げます。 

  第６３回福島県吹奏楽コンクール 第４３回県北支部大会の結果になりますが、中学生小編成の

部ということで、白沢中と本宮二中につきましては、代表ということで県大会出場となります。 

  なお、福島県吹奏楽コンクールは、７月２６日、２７日、８月２日、３日の開催ということにな

ります。報告は以上になります。 

◇教育長 それでは、報告第３８号に対する質疑を行います。 

  渡辺委員。 

◇２番委員 質問ではありませんが、本宮二中と白沢中の演奏を見てきました。大変すばらしい演奏

で素人の私でも感動するような、すばらしい演奏でした。県大会も強豪校が多いので頑張ってほし

いと思います。以上です。 

◇教育長 遠藤委員。 

◇４番委員 私も行ってきました。すばらしい演奏でした。今年、本宮一中は残念でしたが、去年は

３校とも県大会して、白沢中が金賞、本宮二中が銀賞、本宮一中が銅賞という結果でした。白沢中

の楽器はぴかぴかで物がすごく良いですね。誰からか寄附されたものでしょうか。 

  ユニフォームも学生服ではなくて、黒いユニフォームでそろえられて意気込が感じられ、すごい

レベルの差を感じました。前は遠藤先生が指導されて、すばらしい実績を残されてきたわけですが、

ほかの学校と比べ使用している楽器も高価な感じを受けました。これだけの実績を残しているわけ

ですから、本宮の吹奏楽を高めるためにも、各校への楽器の購入に対する予算要望をご配慮いただ

きたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 
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◇教育長 ありがとうございます。 

  そのほかよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第３９号 未来へつなげるもとみや英国訪問団２０２５について 

◇教育長 では、次に、報告第３９号 未来へつなげるもとみや英国訪問団２０２５について、説明

をお願いします。 

  国際交流課長。 

◇国際交流課長 それでは、報告第３９号 未来へつなげるもとみや英国訪問団２０２５についてご

報告いたします。 

  令和７年度も本宮市国際交流事業「未来へつなげるもとみや英国訪問団２０２５」は、市内中学

生を英国へ派遣し、関係機関への親善活動や現地子供たちとの交流を通して国際性豊かな人材育成

を図ることを目的として、６月２８日から７月４日までの５泊７日の行程で実施しました。 

  訪問団は、市内中学生１５名と団長に教育長、副団長に副市長のほか、国際交流員を含め職員５

名で構成し、渡英したところです。 

  渡英中の様子は資料２に画像を掲載しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

  今回の訪問では、特に生徒同士の交流に重点を置き、本市の生徒たちが自分で考え、日本文化や

本市の魅力、自分の得意なことなど、相手にどう伝えるかということにチャレンジしながら、主体

的に交流に取り組む姿勢が多く見られました。 

  まず、英国オリンピック委員会を訪問しまして、これまでの交流とつながりに感謝の意をお伝え

するととともに、パリオリンピックで金メダルを獲得されたケイト・ショートマン選手より講話を

いただきました。生徒にとっては、夢や挑戦の大切さを学ぶ貴重な機会となりました。 

  また、来年のミラノ・コルティナ冬季オリンピックに向けた激励の意を込め、必勝達磨を記念品

として贈呈いたしました。 

  次に、本市と友好協定を締結しているケンジントン＆チェルシー王室特別区役所を訪問し、これ

までの友好関係に対する謝意を伝え、トム・ベネット新区長へ市長からの親書をお渡しするととも

に、今後も末永い交流を継続していくことを確認いたしました。 

  翌日は、本市から職員の派遣をしておりますクレアロンドン事務所を訪問し、職員派遣の受入れ

や英国訪問の支援に対するお礼を伝えるとともに、継続的な協力を依頼しました。 

  午後には、在英日本国大使館にて鈴木大使との記念撮影後、岡崎公使より異なる価値観を理解し、

信頼関係を築いていくことの大切さについてご講話いただき、その後、ユニバーシティ・カレッジ・

ロンドンを訪問し、大沼信一教授、日本人留学生と意見交換するなど、生徒たちにとっても視野を

広げる貴重な機会となりました。 

  ７月２日のダヴェナント・ファウンデーション・スクールでは、生徒同士の交流が行われ、生徒

たちは日本文化や自分の趣味、特技を自分の言葉で紹介し、英語やジェスチャーを交えながら一生

懸命思いを伝えておりました。 

  言葉や文化の違いを超えた交流のなかで互いに理解し合う姿が見られ、まさに今回の訪問の大き

な成果の一つと感じております。 

  今後、７月２４日に解団式、８月に県知事表敬訪問を予定しておりまして、過去の訪問団参加者

を含めた意見交換、交流の場づくりとしてＯＢ会を開催する予定でございます。 
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  あわせて、今年度の事業を振り返り、反省点、改善点を出し、次年度へつなげてまいります。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第３９号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第４０号 国際交流員（ＣＩＲ）の着任について 

◇教育長 次に、報告第４０号 国際交流員（ＣＩＲ）の着任について説明をお願いします。 

  国際交流課長。 

◇国際交流課長 それでは、報告第４０号 国際交流員（ＣＩＲ）の着任についてご報告いたします。 

  現在、教育部国際交流課に所属しておりますブラウン・エイミーさんの任期満了に伴い、外国青

年招致事業、ジェットプログラムを活用し、新たな国際交流員の任用が決定しましたので報告いた

します。 

  国際交流員につきましては、平成３０年８月より配置し、英国の関係機関、要人との連絡調整、

本市の国際交流、多文化共生の推進に取り組んでいるところですが、前任者のエイミーさんにつき

ましては、今月７月３ｌ日をもって３年間の任期満了となります。 

  後任の国際交流員につきましては、８月６日より英国出身のピットマン・ケイトリン・フランセ

スさんの任用が決定いたしました。ケイティと呼んでくださいとのことです。 

  ケイティさんのプロフィールでございますが、イギリスイングランド北部のノース・ヨークシャ

ー州出身の女性で、大学で日本語を専攻し、過去に留学生として来日した経験もあり、日本語に精

通しております。 

  教育部国際交流課に配属し、任用期間は今年８月６日から来年７月３１日までの１年間で、最長

５年間更新することが可能となっております。 

  主な業務内容でございますが、英国訪問に向けたケンジントン＆チェルシー王室特別区など英国

関係団体との連絡調整、海外に向けた本宮市の情報発信や刊行物、パンフレット等の編集と翻訳と

通訳など、さらに英国との絆づくりや架け橋としての重要な役割を果たしていただくとともに、国

際理解、国際化事業などを全般に活躍していただけると思っております。 

  以上、報告させていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第４０号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第４１号 第１９回本宮駅伝競走大会について 

◇教育長 次に、報告第４１号 第１９回本宮駅伝競走大会について、説明をお願いします。 

  生涯学習部参事。 

◇参事兼文化スポーツ振興課長 それでは、報告第４１号 第１９回本宮駅伝競走大会についてご説

明申し上げます。 

  報告第４１号の資料をご覧いただきたいと思います。 

  開催期日につきましては、令和７年１０月１９日日曜日を予定しており、小雨決行となってござ

います。 
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  また、開会式は午前８時から、みんなの原っぱランニングコースで行います。 

  午前９時スタートで、午前１１時４０分頃から本宮第一中学校体育館で閉会式の予定であります。 

  会場につきましては、みんなの原っぱランニングコースをスタートし、本宮第一中学校体育館を

フィニッシュとする特設コースで開催いたします。 

  チーム編成につきましては、第１部門は小学生の部、第２部門は中学生の部、第３部門は健康の

部で１０区間となってございます。 

  第４部門は中学生駅伝の部、第５部門は一般駅伝の部で、５区間となっております。 

  なお、要項の１１、１３、１７につきましては、昨年までの内容を変更しておりますので、ご承

知いただきたいと思います。 

  初めに、要項１１の参加対象につきましては、市内在住者、市内に職場を有する者、市内在学者

及び市内学校出身者としておりましたが、本大会は市内在住者、市内の組織団体、会社、学校、ク

ラブ等に所属する者及び市内学校出身者と変更いたしました。 

  次に、要項１３の表彰③につきましては、小学生の部において優勝した学校及び中学生の部と一

般の部においては、選手の選抜によって上尾市駅伝競走大会へ優待派遣チームとして出場すること

ができるとしておりましたが、今大会は各部門で優勝したチームを主体に、主催者の選手選抜によ

って、上尾市駅伝競走大会へ優待派遣チームとして出場することができると変更いたしました。 

  なお、小学生の部におきましては、優勝校を優先としますが、優勝校が出場できない場合など、

主催者による選抜とさせていただきます。 

  次に、要項１７の申込み期限は９月１９日金曜日、区間走者を決める第２次申込期限は１０月６

日月曜日となっており、第２次申込みの順に大会当日のスタート配置を前方から事務局で割り当て

させていただくとしております。 

  なお、大会長は高松市長、大会副会長に大内教育長を、教育委員の皆様には参与としてご協力を

いただきながら、事故なく開催してまいりたいと考えております。 

  以上、本宮駅伝競走大会についての報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第４１号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第４２号 第１９回市町村対抗福島県軟式野球大会について 

◇教育長 次に、報告第４２号 第１９回市町村対抗福島県軟式野球大会について、お説明を願いし

ます。 

  生涯学習部参事。 

◇参事兼文化スポーツ振興課長 それでは、報告第４２号 第１９回市町村対抗福島県軟式野球大会

についてご説明申し上げます。 

  報告第４２号の資料をご覧いただきたいと思います。 

  本宮市チームはトーナメント表拡大図の３０番となっており、初戦は９月２３日に只見町チーム

と大玉村チームの勝利チームとなっております。会場は会津球場で第１試合の予定です。 

  なお、しらさわグリーンパーク野球場以外での試合につきましては、応募者を募り、バスを手配

し、本宮市チームを応援したいと考えております。 

  また、大会の結果につきましては、１０月開催予定の教育委員会定例会でご報告させていただき
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たいと考えております。 

  以上、第１９回市町村対抗福島県軟式野球大会についての報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第４２号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、質疑を打ち切らせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎その他 

◇教育長 次に、その他、事務局から報告等があればお願いをいたします。 

  ないですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 なければ、次回、教育委員会の日時を決めたいと思います。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇教育長 では、次回教育委員会ですが、８月２２日金曜日、午後１時３０分開会といたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 それでは、以上をもちまして７月の教育委員会定例会を終了します。 

【午後１時４７分閉会】 


